
■■■ 付 議 事 項 ■■■ 

 

 

開催日時 平成２６年１１月１２日（水）午前９時 

場  所 印西市役所本庁舎３階 市長応接室 

出 席 者 
市長・教育長・総務部長・市民部長・環境経済部長・健康福祉部長・都市建設部長・教育部

長・水道部長・総務課長・企画政策課長・財政課長 

 

 

整理 

番号 
担当部署 

付 議 題 名 
結 果 

内     容 

１ 
市民部 

市民税課 

印西市税条例の一部を改正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

個人の市民税において寄附金税額控除の対象とする寄附金として、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号）に規定する幼保連携型認定こども園

を千葉県内に設置する法人に対する寄附金を追加するもの。現行にお

いて幼稚園を千葉県内に設置する法人及び保育園を同県内に設置す

る法人に対する寄附金を寄附金税額控除の対象としていること、ま

た、千葉県において法人の県民税の寄附金税額控除の対象とする寄附

金に同県内に幼保連携型認定こども園を設置する法人に対する寄附

金が追加されたことを勘案し、本市においても当該法人に対する寄附

金を寄附金税額控除の対象に追加するもの 

（検討結果）【整理番号１】について承認、原案どおり議会上程 

２ 
市民部 

国保年金課 

印西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２６年政令第１３２

号）が平成２６年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行され

たことに伴い、印西市国民健康保険運営協議会の答申を踏まえて、国

民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の

限度額を改正するもので、後期高齢者支援金等課税額の限度額を「１

４万円」から「１６万円」に、介護納付金課税額の限度額を「１２万

円」から「１４万円」に引き上げるもの 

（検討結果）【整理番号２】について承認、原案どおり議会上程 

３ 
健康福祉部 

介護福祉課 

印西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２５年法律４４号）の施行により、

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部が改正され、これまで

厚生労働省令で定められていた指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を市の条例で定めることとされたことに

伴い、当該条例を新たに制定するもの 

（検討結果）【整理番号３】について承認、原案どおり議会上程 

４ 健康福祉部 
印西市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る

職員等の基準を定める条例の制定について 

承  認 
 

政策調整会議の結果について 



介護福祉課 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２５年法律第４４号）の施行によ

り、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部が改正され、地域

包括支援センターの設置者が遵守しなければならない基準として、市

が定める地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係

る職員の基準及び当該職員の員数にあっては、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）で定める基

準に従い、その他の事項にあっては省令で定める基準を参酌して条例

で定めることとされたことに伴い、これらの事項を定めるもの 

（検討結果）【整理番号４】について承認、原案どおり議会上程 

継続審議 
 

却  下 

５ 
都市建設部 

建設課 

印西市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）に基づき千葉県が行う急傾斜地崩壊対策事業について、市が

負担する経費の一部に充てるため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２２４条の規定により受益者から徴収する分担金に関し必要

な事項を定めるもの 

（検討結果）【整理番号５】について承認、原案どおり議会上程 

６ 
総務部 

防災課 

印西市消防団の設置、消防団の定員、任命、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

地域防災力の主たる役割を担っている消防団員は、町内会等を単位

とした地域住民により構成されておりますが、現在、その構成員たる

消防団員の確保が大変困難な状況となっております。そのため消防団

員の確保を目的として、消防団に置く団員の種類を基本団員及び機能

別団員とし、新たに置く機能別団員の任用条件及び報酬額について規

程を加えたもの 

（検討結果）【整理番号６】について承認、原案どおり議会上程 

７ 
総務部 

総務課 

特別職の職員で常勤のもの、教育委員会教育長及び職員の旅費の特例

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
承  認 

 
継続審議 

 
却  下 

市長、副市長、教育委員会教育長その他の一般職の職員の旅費のう

ち日当を平成２７年３月３１日まで支給しない特例を定めた条例に

ついて、支給しない期間を２年間延長し、平成２９年３月３１日まで

とする条例改正を行うもの 

（検討結果）【整理番号７】について承認、原案どおり議会上程 

８ 
総務部 

総務課 

特別職の職員で非常勤のものの旅費の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 
 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

特別職の職員で非常勤のものの旅費のうち日当を平成２７年３月

３１日まで支給しない特例を定めた条例について、支給しない期間を

２年間延長し、平成２９年３月３１日までとする条例改正を行うもの 

（検討結果）【整理番号８】について承認、原案どおり議会上程 

９ 
総務部 

総務課 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

承  認 
 

継続審議 
 

却  下 

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準拠し、本条例を改正する

もの 

改定内容 

（１）世代間の給与配分の見直しの観点から若年層に重点を置いて給

料月額を引き上げるもの 

（２）交通用具使用者に対する通勤手当について、使用距離の区分に

応じ１００円から７，１００円までの幅で引上げるのもの 

（３）勤勉手当の支給月数を０．１５月分引上げるもの 

（検討結果）【整理番号９】について承認、原案どおり議会上程 

１０ 総務部 
特別職の職員で常勤のもの及び教育委員会教育長の給与の特例に関

する条例を廃止する条例の制定について 

承  認 
 



総務課 職員の給与引下げを考慮し、市長及び副市長並びに教育委員会教育

長の給与を平成１５年１月から１２年間にわたり３パーセント減額

して支給してきたが、職員給与の引上げ状況等を勘案し、本条例を廃

止するもの 

（検討結果）【整理番号１０】について承認、原案どおり議会上程 

継続審議 
 

却  下 

 

 

 


